
令和元年度 財政的援助団体等監査実施結果の概要 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき執行した監査の結果について、第９項の規定により

公表する。 

 

１ 監査対象団体 

（１）県が資本金等の４分の１以上を出資（出捐）している団体（出資団体） 

（２）県が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えてい

る団体（補助金等交付団体） 

（３）公の施設の管理を行わせている団体（公の施設管理団体） 

 

２ 監査実施団体 １８団体                           

（１）出資団体 １３団体 

公益財団法人 長田ふるさと財団 

公益財団法人 やまなみ文化基金 

公益財団法人 やまなし文化学習協会 

公立大学法人 山梨県立大学 

社会福祉法人 山梨県社会福祉事業団 

地方独立行政法人 山梨県立病院機構 

公益財団法人 山梨県国際交流協会 

公益財団法人 山梨県子牛育成協会 

公益財団法人 山梨県スポーツ協会 

公益社団法人 山梨県私学教育振興会 

公益財団法人 山梨県緑化推進機構 

公益社団法人 山梨県農業用廃プラスチック処理センター 

公益社団法人 山梨県畜産協会 

（２）補助金等交付団体  ２団体 

学校法人 帝京大学 

【帝京山梨看護専門学校運営費補助金、山梨県看護師等養成所運営費補助金】 

山梨県農畜産物販売強化対策協議会【農産物ブランド化支援事業費補助金】 

（３）公の施設管理団体  ３団体 

社会福祉法人 蒼渓会【山梨県立あゆみの家】 

社会福祉法人 山梨県手をつなぐ親の会 

【山梨県立梨の実寮、山梨県立育精福祉センター成人寮】 

富士観光開発・富士グリーンテックグループ【山梨県曽根丘陵公園】 

 

３ 監査対象期間 

  平成３０年度 

 

４ 監査実施期間 

  令和元年９月３日～令和元年１２月２５日 



５ 監査結果処理区分 

・指摘事項  法令等に違反するなど著しく不適切な事務処理等と認められるもの 

・指導事項  指摘事項以外で特に改善を要すると認められるもの 

・注意事項  不適切な処理の内容が軽易なもので、単純な誤謬に起因すると認められるもの 

 

６ 監査結果 

財政的援助に係る出納その他の事務の執行については、概ね適正に処理されていたが、一部に

おいて改善を要する事項が認められた。 

監査の結果、指摘事項、指導事項、注意事項とした区分ごとの集計は、次のとおりである。 

昨年度    

（１）指摘事項のあった団体・・・・・・・・・・・・・・・   ０団体 （ １団体） 

      ・指摘件数   ０件 （ ２件） 

（２）指導事項のあった団体・・・・・・・・・・・・・・・ １３団体 （１５団体） 

      ・指導件数  ３３件 （４４件） 

（３）注意事項のあった団体・・・・・・・・・・・・・・・  ９団体 （ ８団体） 

      ・注意件数  １６件 （２２件）           

      計    ４９件  （６８件）              

※ 指摘事項、指導事項及び注意事項がなかった団体・・・  ３団体 （ １団体） 

 

７ 指摘事項等の概要 

（１）指摘事項  なし 

（２）指導事項（１３団体、３３件） 

・備えるべき帳簿等が作成されていないものや内容の不備 ７件 

・賞与引当金の計上漏れ １件 

・契約書の内容の不備 ２件 

・現金の取扱事務 ２件 

・長期未収金等 ３件    等 

（３）注意事項（９団体、１６件） 

・賞与引当金の計上誤り   等 

 

８ 監査結果に基づく意見  

地方自治法第１９９条第１０項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて提出する意

見は、次のとおりである。 

 

（総括的な意見） 

今回の監査において、各団体で定められた規程等の内容の不備や規程等に沿った適切な事務処

理が行われていないものが見受けられた。また、公益法人会計基準の運用指針に係る一部改正の

内容が、認識されていない状況も見受けられた。各団体においては、適時規程等の必要な見直し

を行うとともに、チェック体制の強化など再発防止策を徹底し、法令等に則った事務処理の適正

性の確保に努められたい。 

また、各団体の所管課においては、このような状況を踏まえ、出資法人等の経営が適正かつ安

定的に行われるよう、必要な指導・助言に努められたい。 


